
保護者のみなさま 

 

 臨時休業中における、お子さんの心のケア、健康管理、学習支援等、ご対応いただき誠

にありがとうございます。 

このたび、新型コロナウィルス感染症蔓延防止に伴う臨時休業は、国の緊急事態宣言を

踏まえた県の要請を受け、福島市においては 5月 6日まで延長となりました。 

 保護者のみなさまにおかれましては、どうぞ、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 

 さて、臨時休業が続く中で、心配なことは様々ありますが、一番は、子どもたちの心の

健康です。「学校に行きたいのに、行けない」「友だちや先生に会いたいのに、会えない」

「自分だけで勉強するのは不安」。このような子どもたちの不安やストレスは、知らず知

らずのうちに膨らんでいくことが考えられます。 

 そこで、保護者の皆さんにおかれましては、次の 3つのことをお願いします。 

 

１ 受け止めてあげてください。話をきいてあげてください。 

～ 話を聞いてあげるだけでも、子どもは安心します。解決策はすぐには出なくても、

「自分には味方がいる」と思うことが安定につながります。 

２ 一緒に活動する時間をもってください。 

  ～ 一緒に家事をしたり、一緒にお風呂に入ったり、勉強を見てあげたり…。保護者

のみなさまも、お忙しいとは思いますが、短い時間でも構いませんので、お子さん

と活動する時間をつくっていただきますようお願いいたします。 

３ 「あったかことば」をかけてあげてください。 

  ～ 「ありがとう」「助かったよ」「すごいね」「うれしいね…」。お子さんを認め励ま

す言葉が、自信を前向きな意欲を引き出します。 

 

 

 また、学習の遅れも心配されていると思います。 

 東湯野小学校では、学校再開後に、なにをどのように指導するかについて、指導計画を

再編成したり、指導の重点を明確にしたりする教材研究を進めています。一人一人に応じ

て指導ができるという少人数の強みを生かし、しっかりと取り組んで参ります。 

 

 最後に、この事態の 1日も早い収束を願って、今すべきことを一人一人がしっかりと行

うことが、子どもたちの笑顔につながるものと信じております。 

 

 保護者のみなさまも、ご健康に十分留意され、引き続き、ご理解とご協力のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 

    令和 2年４月２０日 

 

                 福島市立東湯野小学校 校長 瀨戸 和子 


